
安全安心まちづくり体系の再整理について

（１）目的

地域防犯・再犯防止にかかる本市施策体
系について再整理を行うとともに、本市に
おける犯罪被害者等支援策の充実を図る。

（２）事業概要

①「犯罪を防止し安全で安心なまち熊本市を

つくる条例（略称：安全安心まちづくり

条例）」の改正

②「（仮称）犯罪被害者等支援条例」の制定

③「（仮称）安全安心まちづくり推進計画」の

策定

（３）安全安心まちづくりの体系整理（イメージ）

（４）スケジュール（案）
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犯罪を防止し安全で安心なまち
熊本市をつくる条例（改正）

犯罪被害者等支援条例（新設）

【既存計画】

第11次交通安全計画
（R3～R7）

※ 交通安全対策基本法に基づき作成

第３次消費者行政推進計画
（R4～R8）

※ 消費者教育の推進に関する法律に基づき作成

再犯防止推進計画
（R3～R5）

※ 再犯の防止等の推進に関する法律に基づき作成

統合

•犯罪被害者等が声を上げやすくなり、支援に
つながりやすくなる。

•再犯防止については、保護司だけでなく、地
域で理解を深め、地域全体で立ち直りを支え
ていくことで、犯罪のない社会づくりを進めて
いく姿勢が明確になる。

防犯

再犯防止

犯罪被害者等支援

【新規計画】
安全安心まちづくり
推進計画（仮称）

〈計画の柱〉

条例上の整理 計画上の整理

条例を２本立てにするメリット

防犯 再犯防止

犯罪被害者等支援

※再犯防止は、これまでの保護司と対象者
のみの関係から、地域で理解を深め、
保護司とともに地域活動の一環として
取り組む方向に転換中。

社会を明るくする運動や保護司の活動に
ついて、行政だけでなく、地域にも広く
展開していくことで、犯罪のない社会
づくりを推進する。
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（参考）


